


工事計画認可申請・補正の概要

１．経緯

平成26年5月20日

東海第二発電所 工事計画認可申請

【申請内容】 新規制基準への適合性確認

平成29年11月24日

東海第二発電所 工事計画認可申請の第一回補正書提出

【補正内容】 審査会合等における審査内容を踏まえた記載内容への反映

（運転期間延長認可申請に係る設備を網羅）

平成30年2月13日

東海第二発電所 工事計画認可申請の第二回補正書提出

【補正内容】 審査会合等における審査内容を踏まえた記載内容への反映

の残り分（個別の強度評価，耐震評価については，概ね方針

まで）
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論点抽出結果一覧

• 設置変更許可の審査段階で確認してきた内容を踏まえ，工事計画認可の審査において，解析
手法や評価方針に関するご説明を行っているところである。

• 次頁以降で，以下の論点について，対応状況をご説明する。
• なお，以下に示す事項等の論点については今後のヒアリングにて順次，整理していく。

例：防潮堤ルート変更後に敷地に遡上する津波の流速，浸水深
使用済燃料乾式貯蔵建屋等の地震観測記録を踏まえた耐震評価
鋼製防護壁の上部構造と下部構造の接合部の評価

【区分】 ○：設置許可引継ぎ

分 類 No 説明項目 （論点） 区分 頁

耐津波 1 鋼製防護壁の止水機構の地震時における追従性 ○ 4

耐震

2 可搬型設備の耐震性 ○ 11

3 機器の動的機能維持評価 ○ 12

4 スタンドパイプの耐震評価 ○ 16

5 設置変更許可段階で示した解析用液状化強度特性の代表性及び網羅性 ○ 19

外部事象 6 降下火砕物に対する建屋の健全性 ○ 21

機械設計

7 ＳＡ時の強度評価における設計方針 22

8 ＳＡ時の強度評価における設計条件（ＳＡクラス２機器であって，クラス１機器の設計条件） 25

9 強度評価におけるＰＣＶ動荷重の考慮 28

10 ＳＡ環境を考慮したＰＣＶ閉じ込め機能 ○ 29

11 ブローアウトパネル及び関連設備の必要機能と確認方法 ○ 31

12 ＳＲＶのＳＡ耐環境性 38

13 ＭＣＣＩ／ＦＣＩ対策に係る設計 44
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【論点－１】 鋼製防護壁の止水機構の地震時における追従性（５／７）

（２）解析状況
鋼製防護壁と取水路はそれぞれ独立した基礎を有することから，加振試験に際して鋼製防護壁と取水路のどちらを加振するかを決定
するため，それぞれの構造物を加振した２ケースの試解析を行い加振方法を選定するとともに，合せて，止水板の挙動について評価した。

図８ ケース１：鋼製防護壁を加振（イメージ図） 図９ ケース２：取水路を加振（イメージ図）

① 鋼製防護壁を加振するケース１と取水路を加振するケース２における止水板の跳ね上がり高さ（距離）を評価した結果，余震時にはケー
ス１とケース２に有意な差はなかったが，本震時にはケース２の方が止水板の跳ね上がりが大きかった。
これは，取水路を加振した場合の鉛直方向地震動による止水板の突き上げによるものと思われる。

加振ケース 加振施設 加振波 止水板の跳ね上がり高さ（距離） 継続時間

ケース１
ケース１－１

鋼製防護壁
本震（Ｓｓ－Ｄ１） 1.81mm 0.15秒

ケース１－２ 余震（Ｓｄ－Ｄ１） － －

ケース２
ケース２－１

取水路
本震（Ｓｓ－Ｄ１） 3.71mm 0.24秒

ケース２－２ 余震（Ｓｄ－Ｄ１） 0.03mm 0.10秒

図１０ ２次元動的解析モデル図

表４ 加振方法の違いによる止水板の浮き上がり量（試解析結果）

② ①より，実規模大の実証試験においては，ケース２の取水路側加振を選択し，実証試験にて
止水板の地震時の追従性を確認することとした。

③ なお，別途，止水機構の損傷・保守を想定し，１次止水機構及び２次止水機構がない場合の
敷地内浸水量を評価しており，上記の瞬間的な止水板の跳ね上がりによる漏えい量は無視
できる程度であり安全上の問題はない。
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（ケース１－１：鋼製防護壁側加振 本震時） （ケース２－１：取水路側加振 本震時）

４．今後の予定

①引き続き２次元及び３次元動的解析を実施し，実証試験開始前の4月中旬に解析結果を説明する。

②実証試験については，H30年5月上旬までに完了し，5月末に結果を説明する。

図１１ 鋼製防護壁側加振時及び取水路側加振時の止水板の跳ね上がり高さ（距離）の比較（本震時の例）

【論点－１】 鋼製防護壁の止水機構の地震時における追従性（６／７）

＜参考：水密ゴムの維持管理＞

止水機構の水密ゴムの維持管理として，外観点検（摩耗の有無等）及び定期的な硬度測定を実施し，水密ゴムの摩耗

や劣化の兆候について傾向を確認していく。
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【論点－２】 可搬型設備の耐震性

１．概要
地震時に可搬型設備（車両型設備）の動的・電気的機能が維持できることを加振試験により確認する。

２．確認事項
①加振波の床応答スペクトルが保管場所の床応答スペクトルを包絡していることを確認する。

②加振試験時に車両型設備が転倒しないこと及び加振試験後の機能維持に問題ないことを確認する。

３．確認結果
①床応答スペクトルの包絡性を下図のとおり確認した。（例：可搬型代替低圧電源車）

②下記項目を確認し，車両型設備の耐震性が維持されることを確認した。（例：可搬型代替低圧電源車）

＜対象車両型設備＞

・可搬型代替注水大型ポンプ

・可搬型代替注水中型ポンプ

・可搬型代替低圧電源車

・窒素供給装置用電源車

・窒素供給装置

・タンクローリ

可搬型代替低圧電源車の加振試験の様子

走行直角方向 走行方向 鉛直方向

区分 確認項目 結果

転倒確認 ・加振試験時＊１に電源車が転倒しないこと 良

機能維持確認

・外観点検を行い，機能に影響する損傷＊２や燃料漏えい等がないこと 良

・電源車の電気的機能＊３が維持されていること 良

・電源車の自走機能に問題がないこと 良

＊１：実際の保管状態を模擬し，竜巻固縛装置（余長150mm）を設置した条件で加振試験を実施
＊２：ボルト・ナットの緩み，操作盤の変形，蓄電池の充電電圧低下等
＊３：定格運転で異音・異臭等の異常がないこと，電圧・周波数・温度等のパラメータが正常値であること
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【論点－３】 機器の動的機能維持評価（４／４）

評価対象部位 評価項目の検討
計算書の
評価対象

①基礎ボルト
（取付ボルト含む）

基礎ボルトで固定された架台上に機器が取付ボルトで設置されており，地震時に有意な荷重がか
かることから動的機能維持の評価を実施する。

○

②支持脚
支持脚部は，高い剛性を有するためにケーシング定着部に荷重がかかる構造になっており，取付
ボルト及び機器ボルトが評価上厳しい部位である。このため，基礎ボルト及び取付ボルトの評価で
代表する。

－

③④⑤ 摺動部
軸系（主ねじ）について，軸変形によりスリーブ部と接触することで回転機能及び輸送機能が喪失
に至ることが考えられるため，動的機能維持の評価を実施する。

○

④軸系 軸応力過大により軸損傷が発生しないことを確認するため，動的機能維持の評価を実施する。 ○

⑥逃がし弁 弁に作用する最大加速度が，安全弁の動的機能維持確認済加速度以下であることを確認する。 ○

⑦ メカニカルシール
高い剛性を有するケーシングに固定されており，地震時に有意な変位が生じない。また，軸封部は
軸受近傍に位置し，軸は地震時でも軸受で支持されており，有意な変位は生じることはなく，軸封
部との接触は生じない。

－

⑧軸受 損傷することによりポンプの機能喪失につながるため，動的機能維持の評価を実施する。 ○

⑨電動機 機能維持済加速度との比較により動的機能維持の評価を行う。 ○

⑩軸継手 軸継手にはスラスト荷重による有意な応力が発生しない。 －

⑪ ケーシングノズル 吸込，吐出部は直接ケーシングに接続する構造で，ノズル形状を有さない。 －

表２ スクリュー式ポンプの評価対象部位及び評価項目

４．今後の予定

抽出した評価対象部位の地震時の動的機能維持の評価結果を４月末に説明する。

②地震時の動的機能維持が確保できることを確認するため評価対象部位の健全性評価を行う。（表２）
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【論点－７】 ＳＡ時の強度評価における設計方針（２／３）
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【論点－７】 ＳＡ時の強度評価における設計方針（３／３）
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１．概要

SAクラス２機器であってクラス１機器の強度評価に用いる設計条件の妥当性を確認する。

２．確認事項

原子炉圧力容器及び配管の強度評価（応力計算）を，JSMEに従い評価を行うことの妥当性を確認する。

３．設計方針

（１） 基本方針

①原子炉圧力容器のＳＡ時強度計算（応力計算）

• SA時の強度評価の条件は，ＳＡ時の圧力を包絡する建設時の設計条件を使用する。

• 建設時の適用規格である告示５０１号（昭和４５年版）では，設計条件での基準のみであり，ＳＡ時に適用すべき運転状態Ｖに

対する基準がないため，ＪＳＭＥの供用状態Ｄの規定を適用する。

【論点－８】 ＳＡ時の強度評価における設計条件
（ＳＡクラス２機器であって，クラス１機器の設計条件） （１／３）

クラス1容器
の応力評価

建設時工認
告示501（S45年）

ＳＡの評価
JSME（2005/2007）

妥当性

評価応力 設計条件
一次応力
特別な応力
（外圧，軸圧縮，支圧，純せん断）
一次+二次応力，疲労

運転状態V（供用状態Ｄ）
一次応力
特別な応力

（外圧，軸圧縮，支圧，純
せん断）

ＳＡは繰り返し生じるものではないた
め，一次+二次応力及び疲労評価は
不要である。建設時工認の適用規格
（告示５０１号（昭和４５年版））には運
転状態IVに対する許容応力の規定
がないため，ＪＳＭＥの供用状態Ｄの
規定を適用する。

許容応力強
さ

告示501（S45年）

≦Sm

ＪＳＭＥ
炭素鋼，低合金鋼

MIN（2/3Su）
ＳＵＳ，高ニッケル合金

MIN（2.4Sm，2/3Su）

Smの方が小さいが、運転状態V（供
用状態Ｄ）の評価とするため、ＪＳＭＥ
の供用状態Ｄの規定を適用する。

25



② 配管のSA時強度計算（応力計算）

• SA時の強度評価の条件は，ＳＡ時の圧力を包絡する建設時の設計条件を使用する。

• 建設時に応力評価の要求がないため，JSMEの供用状態Ｄの規定を適用する。

（＊2）重要事故シーケンスのなかで，最も高い圧力（原子炉停止機能喪失）

（＊3）主蒸気逃し安全弁の吹き出し反力（主蒸気配管のみ考慮）

この他，配管破断によるジェット荷重などの機械荷重が考慮される。

【論点－８】 ＳＡ時の強度評価における設計条件
（ＳＡクラス２機器であって，クラス１機器の設計条件） （２／３）

配管 SA時の強度評価（Ⅴ）

評価する応力 ・１次応力

許容値 Min(３Sm，２Sy)

組合せ荷重 死荷重

建設時の設計条件 8.62MPa＞SA時圧力 8.19MPa（＊2）

機械荷重による応力（＊3）
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（2）原子炉圧力容器及び配管のＳＡ時条件について

a) 重要事故シーケンス（ＳＡ時の設計条件（Ⅴ））と建設時設計条件

下表の重要事故シーケンスのなかで，LOCA時注水機能喪失は機械荷重（外荷重としてジェット荷重）が生じる状態である。

圧力・温度は，原子炉停止機能喪失の状態以上である建設時設計条件を使用することで保守的な評価とする。

（ 注 ）圧力は原子炉圧力容器ドーム部の圧力を示す。また，温度は圧力に対応した飽和温度を示す。

（＊4）原子炉圧力容器は，主蒸気配管破断等のジェット荷重を評価に含める。 配管は主蒸気逃がし安全弁の吹き出し反力

等による荷重を評価に含める。

３．今後の予定

SA時機械荷重（ジェット荷重や主蒸気逃し安全弁の吹き出し反力）を定量的に算出し，順次計算結果を説明する。

重要事故シーケンス（状態）
／建設時設計条件

圧力
（MPa）

温度（注）
（℃）

SA時機械荷重（外荷重）
／建設時の機械荷重，地震荷重

重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

高圧・低圧注水機能喪失 7.79 295 事故時荷重なし

高圧注水・減圧機能喪失 7.79 295 事故時荷重なし

全交流動力電源喪失(長期TB) 8.16 298 事故時荷重なし

全交流動力電源喪失(TBD，TBU) 8.16 298 事故時荷重なし

全交流動力電源喪失(TBP) 8.16 298 事故時荷重なし

崩壊熱除去機能喪失(取水機能喪失の場合) 7.79 295 事故時荷重なし

崩壊熱除去機能喪失(残留熱除去系故障の場合) 7.79 295 事故時荷重なし

原子炉停止機能喪失 8.19 298 事故時荷重なし

LOCA時注水機能喪失 7.79 295 配管破断によるジェット荷重（＊4）

格納容器バイパス(ISLOCA) 7.79 295 事故時荷重なし

津波浸水による注水機能喪失 8.16 298 事故時荷重なし

建設時設計条件（圧力，温度） 8.62 302

【論点－８】 ＳＡ時の強度評価における設計条件
（ＳＡクラス２機器であって，クラス１機器の設計条件） （３／３）
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３．確認結果（続き）

②ガスケットの増厚検討を実施するため，増厚分に相当する圧縮率（通常の締付管理時の圧縮率 ％）で圧縮永久ひずみ試験を

実施し，圧縮永久ひずみ率及びガスケットの健全性を確認できたため，増厚が可能であることを確認した（表３） 。

mm増厚した場合の製作公差等を考慮した開口量評価を実施した結果，現状の評価値の裕度 mmに対して，裕度が 

mm増加した。また， mmの増厚による裕度は，原子炉格納容器の設計寸法である公称値を用いた開口量評価と同等の値である。

このことから，製作公差等を考慮した開口量評価に対する裕度確保に採用する増厚幅は mmとする。（表４）。

- 製作誤差等を考慮した mm増厚時の開口量評価による裕度 ： mm

- 公称値を用いた開口量評価による裕度 mm

【論点－１０】 ＳＡ環境を考慮したＰＣＶ閉じ込め機能（２／２）

・許容開口量＝（押し込み量）×［1-（圧縮永久ひずみ率）／100］
・押し込み量＝［（ガスケット押し込み量）－（シール部公差）＋（熱膨張）－（調整シムの最小厚さ）］
※製作公差等を考慮した評価

表４ 増厚検討の試験結果を踏まえた開口量評価結果

増厚幅 データ数 圧縮率
圧縮永久

ひずみ率

ガスケットの

健全性

32

32

表３ 増厚検討の試験結果

フランジガスケット部詳細図

フランジ
溝深さ

タング部
高さ

ガスケット
押し込み量

ガスケット
高さ

・ガスケット押し込み量＝（ガスケット高さ＋タング部高さ）－フランジ溝深さ
・圧縮率＝（ガスケット押し込み量）／（ガスケット高さ）×100％

トップヘッド側フランジ

胴側フランジ

ガスケット

現状の裕度 mm)と比較
し，裕度が増加するととも
に，増厚前の公称値と同等
の裕度を確保

評価項目 シール部
ガスケット

厚さ
押し込み量

圧縮永久

ひずみ率

許容

開口量
開口量 裕度

公称値 内側

製作公差等を考慮した評価値 内側

mm増厚した場合の評価値※ 内側
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１．概要

ブローアウトパネルについて，技術基準の要求が満足できることを確認する。

２．確認事項

①原子炉建屋原子炉棟の一部としてのブローアウトパネルに対する機能要求とその対応を確認する。（基準地震動と設計竜巻差圧）

②ブローアウトパネルが設計差圧以下で開放することを確認する。

③ブローアウトパネル閉止装置が容易かつ確実に閉止操作（人力による操作含む）でき，機能要求（基準地震動後の閉機能や閉止後

の原子炉建屋の負圧維持機能）を満足できることを確認する。

３．設計方針

①基準地震動及び設計竜巻差圧に対する原子炉建屋原子炉棟の一部としてのブローアウトパネルの健全性確保

・ブローアウトパネルの耐震性は，開放機能に影響を与えないよう確保する。なお，開放した場合は，安全な状態（運転中は冷温停止

へ移行，停止中は使用済燃料に関連する作業の停止）に移行することを保安規定に定める。

・設計竜巻の差圧に対して，開放した場合は，安全な状態（運転中は冷温停止へ移行，停止中は使用済燃料に関連する作業の停止）

に移行することを保安規定に定める。

②ブローアウトパネル

・設計差圧(6.9ｋＰａ）以下で開放することを実機大モックアップ装置にて確認する。

③ブローアウトパネル閉止装置

・閉止装置が，電動及び手動にて操作でき，その閉止機能が基準地震動Ｓｓでも確保できるように設計する。

・閉止装置が，閉止後，基準地震動Ｓｓでも，必要な気密性能が確保できるように設計する。

・これらを検証するため，実機大モックアップ装置を用いた加振試験を実施し，閉止機能や気密性能が確保できることを確認する。

４．今後の予定

①ブローアウトパネルの実機大の開放試験は，要素試験結果も踏まえて，5月下旬に試験予定。

②ブローアウトパネル閉止装置の実機大の試験は，6月中旬に加振試験を実施し，加振試験に合わせて開閉動作試験及び気密性能試

験を実施予定。

なお，試験結果については試験後，速やかに説明する。

【論点－11】 ブローアウトパネル及び関連設備の必要機能と確認方法 （１／６）
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【論点－11】 ブローアウトパネル及び関連設備の必要機能と確認方法 （２／６）

防護すべき設備

ＤＢ ＳＡ

5条
地震

7条
自然条件
竜巻差圧

7条
自然条件
竜巻飛来物

50条
地震

54条
自然条件
竜巻差圧

54条
自然現象
竜巻飛来物
（共通要因）

ブローアウトパ
ネル

◎開機能
(12条）

○
（地震後）

プラント停
止にて対応

○
（竜巻防護設
備にて防護）

－ － －

△閉維持
（建屋気密性）
(38条，44条）

－ － －

ブローアウトパ
ネル閉止装置
(SA緩和設備）

◎閉機能（SA前）
（74条）

－ － －
◎

（地震後）

○
（差圧発生せ
ず影響なし）

－※１

◎閉維持
（建屋気密性）
（74条）

－ － － ◎ －※２ －※１

竜巻
防護設備

○飛来物からの
防護機能
（７条）

○
（波及的影響）

○
（差圧発生せ
ず影響なし）

○ － － －

ブローアウトパネル及び関連設備への技術基準規則の主な要求事項（基準地震動と設計竜巻）の成立性確認方法
について整理した。

◎：実機大の試験による確認 ○：解析評価による確認 △：実機での確認 －：機能要求なし

※１ ブローアウトパネル閉止装置は，ＳＡ緩和設備であるため，共通要因故障の考慮不要
※２ SA後の閉止状態での設計竜巻は，事象の重ね合わせの頻度から組み合わせ不要

開放時はプラン
ト停止にて対応

開放機能に影響を
与えないよう耐震
性を確保
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自然現象 設計値
プラント
状態

自然現象発生時に想定される事象と
安全性への影響

対応策 対応策の妥当性

設計竜巻 8.9kPa 運転中 ＜止める＞
・屋外の外部電源喪失や循環水系機能喪失に伴うタービント
リップ等に基づき自動停止
・プラント停止機能への影響なし
＜冷やす＞
・屋外の常用系の補機冷却海水系等の機能喪失が想定され
るが，安全系は竜巻から防護されており機能喪失なし。ま
た，燃料プールもＲＨＲによる冷却可能。
・プラント及びＳＦＰ冷却機能への影響なし
＜閉じ込める＞
・設計竜巻の差圧は8.9kPaであり，BOP開放差圧6.9kPaを上
回るため，建屋の閉じ込め機能は喪失する。
＜その他＞
・外部電源喪失が想定されるが，非常用電源は確保されてお
り，安全は維持可能

速やか
な冷温
停止

プラント運転中には，プラントの停止を要する事象の発
生が想定されるが，停止及び冷却に必要な設備は確保
されており，原子炉安全に影響しない。
プラント停止中においても，残留熱除去系は維持されて
おり，原子炉安全に影響しない。

差圧により原子炉建屋の閉じ込め機能は喪失するが竜
巻起因で想定される設計基準事故はなく，竜巻防護設
備（防護ネット）を全てのブローアウトパネル部に設置す
ることにより竜巻飛来物により建屋内の機器が損傷す
る可能性も小さいため，保安規定に基づき速やかに安
全な状態（運転中は冷温停止状態へ移行，停止中は使
用済燃料に関連する作業の停止）に移行することで安
全確保可能。
なお，技術基準規則第7条第1項の解説では，外部から
の衝撃による損傷（地震及び津波を除く）の防止として，
適切な措置を要求されているが，適切な措置には供用
中における運用管理等の措置も含むと規定されている。

＜参考＞
・ブローアウトパネルの開放差圧を生じる竜巻（89m/s）の発
生頻度：5.2×10-6回／年
・設計基準事故の発生頻度：10 3～10-4回／年
・以上より，竜巻によるブローアウトパネル開放と設計基準
事故の重畳頻度は10-8回／年以下となり，有意性の判断
基準10-8回／年（JEAG4601の地震従属事象と独立事象
の判断基準である10-7／年に保守性を見込んだ値）より小
さい

停止中 ＜冷やす＞
・屋外の常用系の補機冷却海水系等の機能喪失が想定され
るが，安全系は竜巻から防護されており機能喪失なし。ま
た，燃料プールもＲＨＲによる冷却可能。
・プラント及びＳＦＰ冷却機能への影響なし
＜閉じ込める＞
・設計差圧8.9kPaがBOP開放差圧6.9kPaを上回るため，建屋
の閉じ込め機能は喪失する。
＜その他＞
・外部電源喪失が想定されるが，非常用電源は確保されてお
り，安全は維持可能

設計竜巻発生時に想定される事象とその影響について検討した結果は以下のとおり。

【論点－11】 ブローアウトパネル及び関連設備の必要機能と確認方法 （３／６）
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【論点ー1 1】ブロ ーアウトパネル及び関連設備の必要機能と確認方法(4/6)

【ブロ ーアウトパネルの構造と配置状況】
鑽板区 原子炉建屋外壁 巨三

了

事故時
の内圧

クリッブ

ブローアウトパネル

a)正面図

スベーサ

ペクリップ

八

亭故時の内圧により
パネル全体が外側

原子炉璽● に押し出され開放

←呻

温

⇒
m

b)側面図

づローアウト
パネル

原子炉建屋
豊

スベー サ

ブロ ーアウトパネルば電源や空気源に頼ることなく，静的且つ圧力上昇に
対して確実に開放できる仕組みとして，クリップを使用したパネルの開放機構を
選定している。

この開放機構ば既設系統設備でも採用実績のある破壊板（ラプチャーディス
ク）と同様の考え方（圧力による負荷荷重により ， 部材を破壊させる）であり，構
造が単純であることから，信頼性が高いものである。

建屋内側よりの状況
(6階西側）

c)断面図（クリップ式構造の概念図）（外側）

ブローアウトパネル主要仕様

設置場所 寸法（躯体開口部） クリップ数

5階 北， 西各1個 4,000mm x 4,000mm 18個

北2個 ， 南2個 3,680mm x 4, 1 70mm 18個
6階

西2個 ， 東2個 4, 1 70mm x 3,680mm 18個

クリップ部拡大
(A-A' 矢視）

ブロ ーアウトパネル重量約1.5V枚
原子炉棟6蔭

(-: パネル（全8枚））
原子炉棟5階

（一：パネル（全4枚）） □寛巷防撞対象

令.,�71,,,
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【論点－１２】 ＳＲＶのＳＡ耐環境性（１／３）

１．概要
ＳＲＶのＳＡ環境条件設定の妥当性及び耐環境性を確認する。

２．確認事項
ＳＡ時の原子炉格納容器内におけるＳＲＶ作動環境での健全性を確認する。

３．確認結果
① ＳＡ時の原子炉格納容器内におけるＳＲＶ作動環境

・ ＳＲＶの環境条件は当該弁の機能に期待するシーケンスで想定される厳しい環境条件を設定する。ＤＣＨシー

ケンスに加え，ＤＣＨシーケンス以外のＳＲＶに期待するシーケンスで厳しい環境（表－1）を想定しても，ＳＲＶ

（自動減圧機能）の機能が維持される設計とした。

・ これらのシーケンスにおいても，原子炉格納容器内圧力が465kPa［gage］に到達した場合は，Ｄ／Ｗスプレイを

実施する。また，ＳＲＶの環境緩和のために，事故後90分後に代替循環冷却系を起動しＤ／Ｗへ連続してスプ

レイすることとしているため，D/W内は過熱状態にはならず，Ｄ／Ｗ雰囲気温度は465kPa［gage］の飽和温度で

ある約156℃を超えることはないと考えられる。

No. シーケンス

1
破断面積の小さいＬＯＣＡ＋炉心損傷＋ＳＲＶ（自動減圧機能）開，低圧注
水復旧＋ＲＰＶ破損防止（ＳＲＶ（自動減圧機能）開維持，低圧注水維持）

2
過渡事象＋炉心損傷＋ＳＲＶ（自動減圧機能）開，低圧注水復旧＋ＲＰＶ
破損防止（ＳＲＶ（自動減圧機能）開維持，低圧注水維持）

表－1 ＳＲＶ（自動減圧機能）の環境が厳しくなるシーケンス

・起因事象はRPV減圧が必要となる過渡事象又は小破断LOCAを想定
・SRV環境を厳しくする「炉心損傷有り」を想定
・SRVに期待する時間が長くなる「RPV破損無し」を想定
・上記を踏まえ，様々なシーケンスを想定した場合，SRV（自動減圧機能）の
環境が厳しくなるシーケンスは表-1のとおりとなる。
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【論点－１２】 ＳＲＶのＳＡ耐環境性（２／３）

② ＳＲＶ（自動減圧機能）の耐環境性

ＳＲＶ（自動減圧機能）の作動環境は最大約156℃となるが，ＳＲＶ（自動減圧機能）の健全性を確認した試験

条件（図－1）温度を下回ることを確認した。

なお，原子炉格納容器内圧力465kPa[gage]は，上記試験条件の最大圧力4.35kg/cm２g（427kPa）［gage］を上

回っているが，使用されているシール材（フッ素ゴム）の破断強度は13MPaであり，弁等の機器に組み込まれ

るシール材は，機器を形成する構造物により拘束されることから過大な変形は発生しない。また，シール材の

劣化に寄与する支配的要因は温度であることから，ＳＲＶ（自動減圧機能）の健全性への影響はない。

なお，ＳＲＶ（自動減圧機能）7個のシリンダーピストン及び電磁弁の摺動部以外のシール材については，耐

環境性に優れた改良型ＥＰＤＭ材に変更する。

図－1 過去のＳＲＶ環境試験条件 （電力共同研究「安全上重要な機器の信頼性確認に関する研究」）
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【論点－１２】 ＳＲＶのＳＡ耐環境性（３／３）

③ 非常用逃がし安全弁駆動系の耐環境性

東海第二では，ＳＲＶの作動に必要なアキュムレータ及び非常用窒素供給系の供給圧力が喪失した場合を

想定したＳＡ設備として，非常用逃がし安全弁駆動系をＳＲＶ（逃がし弁機能）4個に対して設置する。非常用

逃がし安全弁駆動系は，電磁弁の排気側から直接窒素を供給してＳＲＶ（逃がし弁機能）を作動することで，

電磁弁を動作させることなくＳＲＶ（逃がし弁機能）を開保持することができる。

・ 非常用逃がし安全弁駆動系の原子炉格納容器内に設置する三方弁のシール部は，全て無機物（膨張黒鉛

シート）でありＳＡ時の環境影響を受けることなくシール性能を維持可能。

・ 非常用逃がし安全弁駆動系に接続するＳＲＶ（逃がし弁機能）シリンダーピストンの摺動部以外のシール材

を，耐環境性に優れた改良型ＥＰＤＭ材に変更。

・ 非常用逃がし安全弁駆動系に接続するＳＲＶ（逃がし弁機能）電磁弁の摺動部以外のシール材を改良型ＥＰ

ＤＭ材に変更。非常用逃がし安全弁駆動系使用時に電磁弁内で窒素流路となるバウンダリは改良型ＥＰＤＭ

材によりシールされる。

・ 改良型ＥＰＤＭシール材は200℃，2Pdの環境下でもシール性能を維持できることを圧縮永久ひずみ試験等

により確認した。電磁弁によるＳＲＶ（自動減圧機能）動作が期待できない200℃，2Pdの環境下でも，非常用

逃がし安全弁駆動系を用いたＳＲＶ開保持が可能である。
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【論点－１２】 ＳＲＶのＳＡ耐環境性（参考３）

参考図 非常用逃がし安全弁駆動系概要図
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【論点－１３】 MCCI／FCI対策に係る設計 （２/４）

２. 確認事項

① 工認対象範囲を確認する。

② スリット形状排水ラインの設計に対する妥当性を確認する。

（シビアアクシデント時にペデスタルへの水の流入により水位が上昇する場合において，RPV破損

までにペデスタル水位１ｍまで排水が行われることをモックアップ試験により確認）
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【論点－１３】 MCCI／FCI対策に係る設計 （３/４）

３. 確認状況

（１）工認対象範囲

強度 耐震 施工性 本文 その他

－ 溶融デブリの冷却水を注入 ○ ○
○

(主配管)

ドレン水の貯蔵機能
ＭＣＣＩ時のＲＰＶペデスタル・
中間スラブの浸食抑制

○ ○ ○

機能要求は原子炉格納施設の設計
条件に関する説明書にて，強度・耐
震は原子炉本体の基礎の説明書に
て，及び施工性は補足説明資料にて
説明

流入配管・弁
サンプへのドレン水
排出機能

デブリ落下前
・ＲＰＶペデスタル外からの
流入防止機能

デブリ落下後
・機能要求なし

○ ○ ○ 流入配管は波及的影響を考慮

導入管
（スワンネック）

排水機能

デブリ落下前
・排水機能

デブリ落下後
・機能要求なし

○ ○ ○
○

(主配管)
導入管の保護及び異物混入防止とし
て防護柵を設置

スリット 排水機能

デブリ落下前
・排水機能

デブリ落下後
・ＭＣＣＩ時のデブリ凝固機能

○ ○ ○

機能要求は原子炉格納施設の設計
条件に関する説明書にて，強度・耐
震は原子炉本体の基礎の説明書に
て，及び施工性は補足説明資料にて
説明

排水配管・弁

既設配管
・排水機能

新設配管
（ベント管接続ライン）
・機能要求なし

デブリ落下前
・排水機能（既設配管）

デブリ落下後
・ペデスタル水の流出抑止

○ ○
○

(主配管)

格納容器下部注水系

コリウムシールド

ペ
デ
ス
タ
ル
排
水
系

ＳＡ設備
確認項目

通常運転時 ＳＡ時
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【論点－１３ (補足４)】 排水配管に対する異物対策 （２/４）

想定異物 異物による排水性への影響

核計装用
及び照明用等
のケーブル
（管路含む）

【発生源】ペデスタル内
【スワンネックへの落下／床ドレンへの流入】
落下あり／流入あり
ペデスタル上部には，ケーブルが設置されており，落下の可能性がある。

【影響評価】
・落下による影響
スワンネックは鋼製でサポートに固定されているため破損・転倒する恐れはない。
また，周囲に鋼製の柵を設置することからスワンネックに直接接触することもない。
機器ドレンサンプについては，サンプ自体を十分な強度を有する設計とするため，破損する恐れ
はない。

核計装用
及び照明用等
のケーブル
（管路含む）

・流入による影響
ケーブルは床に沈降することから，排水性に影響はない。また，何らかの要因で被覆片が生じた
としても，機器ドレンサンプと床ドレンサンプ各々のスワンネックは対向して配置され，かつ前
述の通り各々の周囲を柵にて囲うため，共通要因による排水性への影響はない。

保温材 【発生源】ペデスタル外
【スワンネックへの落下／床ドレンへの流入】
落下なし／流入あり
ペデスタル床ドレンサンプ内に保温材はない。
重大事故時にドライウェルから格納容器スプレイ水等によって床ドレンの流入経路から持ち込ま
れる可能性がある。

【影響評価】
床ドレン流入経路の弁を事故後早期に閉に流入を制限することから，排水経路を閉塞させる等，
排水性への影響はない。
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【論点－１３ (補足４)】 排水配管に対する異物対策 （３/４）

塗料片 【発生源】ペデスタル内・外
【スワンネックへの落下／床ドレンへの流入】
落下あり／流入あり
ペデスタル内・外の構造物には塗装が施されていることからスワンネックへの落下，床ドレンへ
流入する可能性がある。

【影響評価】
・落下による影響
スワンネックを損傷する程の重量はなくスワンネックが破損・転倒する恐れはない。また，同様
に機器ドレンサンプへの影響もない。

・流入による影響
塗料片は，底に堆積若しくは水面に浮遊することが考えられるが，スワンネックの排水口を水位
1mの中間位置に設定するため，これらの異物がスワンネックの排水口に流入するとは考え難い。
また，重大事故時は格納容器スプレイ水等によってペデスタル外から床ドレンの流入経路を通じ
て塗料片が多く持ち込まれる可能性があるが，床ドレン流入経路の弁を事故後早期に閉にし，流
入を制限することから，排水経路を閉塞させる等，排水性への影響はない。

スラッジ（鉄
錆）

【発生源】ペデスタル外
【スワンネックへの落下／床ドレンへの流入】
落下なし／流入あり
スラッジ（鉄錆）は，床ドレン水によって床ドレンサンプ内に流入し底に堆積する可能性がある。

【影響評価】
スワンネックの排水口を水位1mの中間位置に設定するため，底に堆積した異物が積極的に排水経
路に流入するとは考え難い。また，重大事故時は格納容器スプレイ水等によってペデスタル外か
ら床ドレンの流入経路を通じてスラッジが多く持ち込まれる可能性があるが，床ドレン流入経路
の弁を事故後早期に閉にし，流入を制限することから，排水経路を閉塞させる等，排水性への影
響はない。
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【論点－１３ (補足４)】 排水配管に対する異物対策 （４/４）

サポート 【発生源】ペデスタル内
【スワンネックへの落下／床ドレンへの流入】
落下なし／流入なし
ペデスタル内にはサポートが設置されているが，十分な耐震性を有する設計とすることから落下
しない。

【影響評価】
排水性への影響はない。

照明 【発生源】ペデスタル内
【スワンネックへの落下／床ドレンへの流入】
落下あり／流入あり
ペデスタル内には照明が設置されているため，落下の可能性がある。

【影響評価】
・落下による影響
スワンネックは鋼製でサポートに固定されているため破損・転倒する恐れはない。また，周囲に
鋼製の柵を設置することから，スワンネックに直接接触することもない。
機器ドレンサンプについても，十分な強度を有する設計とすることから，破損する恐れはない。

・流入による影響
照明は，床に沈降することから，排水性に影響はない。
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